
小 牧 市 学 校 給 食 運 営 委 員 会 要 綱  

平 成 1 0 年 1 月 1 2 日  

1 0 小 教 庶 第   1 2  号  

(趣 旨 )  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、小 牧 市 学 校 給 食 運 営 委 員 会 条 例 (平 成 ９

年 小 牧 市 条 例 第 2 7 号 )第 ７ 条 の 規 定 に 基 づ き 、 小 牧 市 学 校

給 食 運 営 委 員 会 (以 下 「 運 営 委 員 会 」 と い う 。 )の 運 営 に 関

し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

(設 置 )  

第 ２ 条  運 営 委 員 会 の 職 務 は 、 次 の と お り と す る 。  

( 1 )  学 校 給 食 の 運 営 に 関 す る 重 要 な 事 項 の 審 議 及 び 助 言  

( 2 )  給 食 費 の 改 定 に 関 す る こ と 。  

( 3 )  前 ２ 号 の 目 的 達 成 に 必 要 な 事 項 の 調 査 研 究 等  

(臨 時 委 員 )  

第 ３ 条  運 営 委 員 会 は 、 小 牧 市 教 育 委 員 会 の 諮 問 に 応 じ 、 特

別 の 事 項 を 調 査 及 び 研 究 す る 必 要 が あ る と き は 、 臨 時 委 員

を 置 く こ と が で き る 。  

２  臨 時 委 員 は 、 小 牧 市 教 育 委 員 会 が 委 嘱 す る 。  

３  臨 時 委 員 は 、 特 別 の 事 項 に 関 す る 調 査 及 び 研 究 を 終 了 し

た と き は 、 解 任 さ れ る も の と す る 。  

(事 務 局 )  

第 ４ 条  運 営 委 員 会 の 事 務 局 は 、 小 牧 市 教 育 委 員 会 事 務 局 学

校 給 食 課 に 置 く 。  

   附  則  

１  こ の 要 綱 は 、 平 成 １ ０ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  小 牧 市 東 部 学 校 給 食 セ ン タ ー 運 営 委 員 会 要 綱 （ 昭 和 ６ ０

年 ４ 月 １ 日 施 行 ） は 、 廃 止 す る 。  

附  則  

こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  


